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茨木市長　福岡　洋一

参加意思確認公募手続について

１　公募の趣旨及び目的
本案件は、令和８年11月開催予定の「まな防災!　あそ防災！　in 茨木　2026」のコーナーで起震車による、地震動を疑似体験できる業務委託について、仕様書記載の内容での取扱いが可能であることなどを理由として、特定者を相手方とする契約手続を行う予定としているが、当該特定者以外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の受託を希望する者の有無を確認する目的で、参加申請書の提出を求める公募を実施するものである。
公募の結果、応募者がいない場合、応募者があっても下記３の応募要件を満たすと認められる者がいない場合若しくは、応募要件を満たすと認められる者が全て辞退した場合は、特定者との随意契約の手続きに移行する。
なお、下記３の応募要件を満たすと認められる者がいる場合（辞退を除く）は、入札を実施する予定である。

２　業務委託の概要
(1) 件名
　　　　起震車体験業務委託
(2) 仕様
　　　　別添４のとおり
(3) 契約期間
　　　　契約締結日から令和８年11月１日（日）まで
(4) 特定者の商号又は名所及び所在地
　　　　一般社団法人　減災サステナブル技術協会
　　　　東京都千代田区神田神保町一丁目１０番１号

３　応募要件
参加申請書を提出する者は、次のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 公告の日において茨木市の物品等の入札参加資格審査申請書を提出し、茨木市物品等入札参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 公告の日から入札の日までの間が、茨木市物品等登録業者指名停止要綱（平成21年４月１日実施）若しくは茨木市建設工事等請負業者指名停止要綱（平成21年４月１日実施）に基づく指名停止または、茨木市建設工事等暴力団対策措置要綱（平成25年４月１日実施）に基づく指名除外の期間中でないこと。
(3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規程に該当ないこと。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、更生計画又は再生計画の認可決定後、市長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者は除く。
(5) 自治体等において、本業務と同等の内容の起震車体験業務の受託実績があること。
(6) 仕様書に記載する事業の実施が契約期間で可能であること。
(7) その他仕様書に定める事項が確実に履行可能であること。

４　参加申請手続等
本案件の業務委託を希望する方は、以下のとおり参加申請等を行うこと。
(1) 提出書類
参加申請書(別添、本市様式)
(2) 参加申請書等の提出期間
　　　令和８年６月22日から令和８年６月30日
 (土日、祝日を除く各日午前９時から午後５時まで）
　　　　ア　提出場所
　　　　　　茨木市総務部危機管理課（市役所本館３階）
イ　質疑期間及び方法
　　　　　　令和８年６月24日午後３時までに、電子メールで下記の危機管理課メールアドレスまで送信すること。(必着)
　　　　　　kikikanri@city.ibaraki.lg.jp
ウ　質疑回答期限
　　　　　　令和８年６月26日午後３時までに茨木市ホームページ、危機管理課のページに回答を掲載
(3) 参加申請書等の提出方法
　　　　参加申請書に必要事項を記入し、実施に必要な要件を満たすことを証する書類を作成・添付し、提出期限までに危機管理課事務室（市役所本館３階）に直接持参すること。

５　その他
(1) 参加申請書が提出期限までに到達しなかった場合は、当該参加申請を無効とする。
(2) 参加申請書を提出した者に対して、提出期限から10日以内に審査結果を書面で通知する。
(3) 上記の審査の結果、本案件の業務の実施に必要な要件を満たさないとされた者は、通知をした日の翌日から起算して７日以内（土日、祝日を除く）に、書面により、請負契約等の履行に必要な要件を満たさないとされた理由について説明を求めることができる。
(4) 上記第３の応募要件を満たすと認められる者がいない場合においては、特定者と随意契約手続きに移行する。
(5) 第３の応募要件を満たすと認められる者がいる場合においては、特定者と当該応募者による競争入札とする。
(6) 予算その他本市の事情により、当該公募手続の中止又は当該手続により行うこととなった当該入札を中止する場合がある。

６　問合せ先
　　茨木市 総務部 危機管理課 地域防災係
　　担　当：日野
　　電　話：072-620-1617（直通）
　　E-mail：kikikanri@city.ibaraki.lg.jp
